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資料 2   

各都道府県知事 殿 

平成 1  6 年 8 月 3  0  日 

医政秀策 0830001 号 

厚生労働省 医 政局 

へき地等病院医師確保支援特別対策の 実施について 

  

本年 2 月 2 6 日に地域医療に 関する関係省庁連絡会議において 取りまとめら 
れた「へき地を 含む地域における 医師の確保等の 推進について」 ( 川添 ェ 参照 ) 

において、 当面の取組のひとっとして、 「臨床研修必修化に 伴 う 当面の 影響等 

に 対応し、 へき地等を含む 地域の医療の 確保に不可欠であ って医師の確保が 特 

に困難と認められる 病院について、 医師の確保や 病院機能の見 直 ・ し 等の計画的 

な 取組を促進・ 支援するため、 医師配置標準の 取扱いも含めた 特別措置を早急 
p こ 検討し、 導入する」とされたことを 踏まえ、 へき地等病院医師確保支援特別 

対策として、 医師の配置標準の 特例措置について、 平成 1 6 年 8 月 2 7 日付け 

で 医療法施行規則の 一部を改正する 省令 ( 平成丁 6 年厚生労働省令第 1 2 3 号 ) 

が公布され、 同日施行されるとともに、 医師確保及び 病院機能の見直し 等の支 

援措置を下記のとおり 実施することとしたので、 その 旨御 了知いただくととも 

に 、 その運用に遺憾なきを 期されたい。 

また、 貴 管下保健所設置 市 、 特別区等に対しては、 本通知の趣旨等について 

貴職より周知されるとともに、 医師の配置標準の 特例措置の診療報酬上の 取扱 

いについて、 関係機関 と よ り 一層の連携が 図られるよ う御 配慮願いたい。 

- モ ; 

  第 1  医師配置標準の 特例措置 

工 病院に置くべき 医師の員数の 特例 

(1) 特例が認められる 病院 

次の要件のすべてに 該当する病院から、 当該病院の開設許可の 申請書 

に記載された 医師の定員を 3 年間に限り減じようとする 旨の申請があ っ 

た場合には、 都道府県知事は、 都道府県医療審議会の 意見を踏まえ、 医 

療法第 7 条第 2 項の規定により、 当該病院に係る 医師定員の変更を 暫定 

  

一 2 一 



矧，こ 許可できるものとする。 

ア 次に掲げる地域をその 区域内に有する 市町村又はこれに 準ずる市町 

村の区域に所在するものであ ること。 

( ァ ) 離島振興法の 規定により離島振興対策実施地域として 指定され 

た離島の地域 
( ィ ) 辺地に係る公共的施設の 総合整備のための 財政上の特別措置等 

に関する法律に 規定する辺地 

( ゥ )  山村振興法の 規定により振興山村として 指定された山村 

( ェ ) 過疎地域自立促進特別法に 規定する過疎地域 

イ 当該病院が所在する 地域における 医療提供施設の 整備の状況等から 

みて、 当該地域の医療を 確保する上で 必要かつ不可欠であ ると認めら 

れるものであ ること。 

ウ 必要な医師を 確保するための 取組を行っているにもかかわらず、 な お医師の確保が 著しく困難な 状況にあ ると認められるこ と 

(2) 申請書に添付すべき 計画書 

(1) の申請を行 う 病院は、 申請書に、 医師の確保に 向けた取組及び 

病院機能の見直し 等当該病院における 医師の充足率の 改善に向けた 取組 

を記載した計画書を 添付しなければならない。 

(3) 適用される医師配置標準の 特例 

(1) の許可を受けた 病院については、 許可を受けた 日から起算して 

3 年を経過する 日までの間は、 特例的に、 当該病院の医師配置標準を 現 

行の算定式の 9 0% 相当に緩和する。 ただし、 医師 3 人という最低の 員 

数は下回らないものとする。 

(4) 留意事項 

① ェ (1) による定員の 変更許可に当たっては、 現行の算定式の 9 0 

% 相当までの減が 認められるものであ ること。 

② 工 (1) ア にい う 「これに準ずる 市町村」とは、 人口当たりの 医師 

数 が全国平均を 下回っている 市町村を想定しているものであ ること。 

なお、 平成 1 4 年の医師・歯科医師・ 薬剤師調査によれば、 全国平均 

0 人ロ 1 0 万人当たりの 医療施設に従事する 医師数は 1 9 5. 8 人と 

なっている。 また、 へき地等を有する 市町村が市町村合併の 対象とな 

った場合において、 当該 旧 市町村に所在する 病院から申請があ った 場 

合 には、 これに該当するかどうか 個別の状況に 応じて判断されるもの 

であ ること。 
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③ 1 (1) ウ にい う 「なお医師の 確保が著しく 困難な状況」とは、 医 

師配置標準に 対する充足率が 6 0% を下回っている 等の状況にあ るこ 

とをい う ものであ ること。 

④ 1  (2) の特例は、 医療法施行規則第 4 9 条の適用を受ける 病院が 

許可を受けた 場合にも同様の 取扱とするが、 この場合には 最低の員数 

は 第 4 9 条の場合と同様に 2 人とするものであ ること。 

⑤ 1 (2) の特例は、 医療法施行規則等の 一部を改正する 省令 ( 平成 

1 3 年厚生労働省令第 8 号 ) 附則第 1 5 条、 第 1 6 条第 2 項又は第 1 

7 条の適用を受ける 病院が許可を 受けた場合にも 同様の取扱とするも 

のであ るこ と 

2  施行期日 

平成 l G 年 8 月 2 7 日から適用する。 

第 2  医師確保及び 病院機能の見直し 等の支援 

1  医師確保等の 支援 

第 10 医師配置標準の 特例措置により 都道府県知事の 許可を受けた 病院 

における医師確保等を 支援するため、 今般「へき地保健医療対策実施要綱 

の一部改正について」 ( 平成 1 6 手 8 月 3 0 日医 政登 第 0830003 号民政局 

長 通知 ) によりへき地保健医療対策実施要綱を 改正し、 当該許可を受けた 

病院への定期的な 医師の派遣を 行う「へき地医療拠点病院」等について 医 

師 派遣等に係る 経費を補助できることとする。 

2  病院機能の見直し 等の支援 

(1) これらの病院が 民間病院であ る場合には、 医療施設近代化施設整備 補 

坊令 ( 優先採択とする。 ) 、 独立行政法人福祉医療機構の 貸付け、 税制 

を活用し、 支援を行 う 。 

(2) これらの病院を 含めて、 施設の財産処分 ( 転用等 ) に伴 う 補助金の返 

還が生ずる場合については、 「地域再生計画の 認定申請に伴 う 医療施設 

等施設整備費補助金及び 医療施設等設備整備費補助金に 係る財産処分の 

承認手続について」 ( 平成 1  6  年 6  月 3  日医 政 発票 0603002  号・健登第 

0603003  号・ 障 登第 0603001  号・ 雇児 登第 0603001  号・ 保 登第 0603002 

号厚生労働省 医 政局長、 健康局長、 障害保健福祉部長、 雇用均等，児童 

家庭局長、 保険局長連名通知 ) により、 地域再生計画の 枠組みを活用し、 

一定の条件の 下に、 補助金の返還を 不要としているところであ る。 ( 月 l 」 

添 2 参照 ) 
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第 3  医療計画との 関係 

第 1 及び第 2 に掲げる特別対策を 実施する場合は、 医師確保対策、 病床 

の偏在の解消 策 等と整合的に 実施することが 適当であ ることから、 各都道 

府県におかれては、 可能な限り、 当該措置を都道府県が 策定する医療計画 
に位置付けて 実施すると う 努められた い 。 
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( 別添 1 ) 

へき地を含む 地域における 医 師の確保等の 推進について 

「地域医療に 関する関係省庁連絡会議」 ( 厚生労働省、 文部科学 着 、 総務省 ) 
とりまとめ ( 平成 16 年 2 月 26 日 ) の概要 

「．当面の取組 
0  都道府県、 医師会、 大学、 地域の中核的な 病院などによる 医師確保や医療 

連携等の推進に 向けたⅠ地域における 医療対策協議会」の 開催促進 

0  へき地等の病院における 医師確保等の 支援のための 特別措置の導入 
  医師 瓦 仮標準の取扱いを 含めた特別措置の 検討 

0  自治体病院の 再編・ネットワーク 化などの改革の 推進 

0  医療機関相互の 連携による地域の 医療機関の支援 
， 大学病院による 地域医療支援の 推進 など 

0  大学の医師養成課程における 地域医療に関する 教育の充実 
0  地域医療を担 う 医師養成のための 臨床研修の推進 

  医師不足地域における 臨床研修実施の 支援 

0  大学における 医師紹介システムの 明確化度 ぴ 決定プロセスの 透明性の確保 

2. 今後の検討課題 

0  へき地医療等の 確保の計画的推進 
( 第 10 次へき地保健医療計画の 策定 ) 

  平成 16 年度中に検討会を 開催し、 検討を進め、 平成 17 年度中に第「 0 次へき地保 

健医療計画を 策定する。 

( 医療計画の見直し ) 

  医療計画制度の 見直しに当たり、 地域における 医療提供体制の 整備の実効性をより 
高める方策を 検討し、 平成 17 年度から新制度を 実施する。 

O  医師需給見通しの 見直し 
・ 医師の養成・ 就業実態、 地域や診療科に よ る偏在等を総合的に 勘案し、 平成 17 年度 

中を目途に医師の 需給見通しの 見直しを行う。 

0  医師需給見通しの 見直しを踏まえた 大学における 医師養成のあ り方の検討 
・ 地域医療を担 う 医師の養成や 地域への定着を 推進する観点から、 平成 17 年度に向 
げて、 自治医科大をき せ 大学の医師の 養成システム ( 奨学金制度の 構築、 地域枠の設 
定を含む入学定員のあ り方等 ) について検討を 行 う 。 

0  臨床研修病院のあ り方の見直し 
・ 臨床研修病院の 指定基準等については、 必修化の施行後 5 年以内に見直しを 行 う 。 

0  大病院等を定年で 退職した医師等の 再教育プロバラム 構築等の検討 
0  地域における 医師確保のための 新たなシステムの 検討 

  例えば都道府県を 主体とする医師確保体制など 地域における 医師採用・確保のため 
の新たなシステムの 検討を行 う 。 

0  医師の配置を 含めた医療提供体制のあ り方の検討 
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ぐ兄Ⅱ 添 2  ) 

自治体病院の 再編・ネットワーク 化などの改革に 対する支援について 
～財産処分に 伴う補助金相当額の 国庫納付を免除とする 承認条件の緩和措置～ 

0 概 要 

補助金適正化法により、 補助目的に反して 財産処分を行 う 場合は、 原則とし 
て 補助金相当額の 国庫納付が必要であ る。 

しかしながら、 医療提供体制の 再編，合理化・ 連携の推進等を 図る観点から、 
医療施設の財産処分ほ 必要不可欠であ り、 それに伴う補助金相当額の 国庫納付 
の 免除に向けた 支援が必要であ る。 

「地域再生計画」 ぼ 、 補助施設の有効活用を 図り、 地域の再生を 推進する 施 策 制の改革に共通しているこ であ り、 病院の再編統合、 と ネカ 、 ソら トワーウ 「地域再生計画」を 化 等による地域における 活用する場合、 医療提供 補助金 体 
相当額の国庫納付を 免除とする承認条件の 緩和措置を請じ、 平成「 6 年 6 月 3 

日付で各都道府県に 通知した。 

0 国庫納付が免除となる 承認条件の内容 ( 全ての条件を 満たすこと ) 

現 状 地域再生計画を 活用する場合 

Ⅰ転用の場合 ◆転用の場合 
・国庫補助対象施設 ( 自省庁の補助 対 ・国庫補助対象施設 (    の ヌ @ 

家事業 ) への転用 奉告 + ム む ) への転用 

・転用に係る 改修等 は 国庫補助を受け ，同友 
ずに整備 ・補助施設等と 同等以上の儀 賓倣逮ゑ 
，補助施設等と 同等以上の代替施設の " 販 " 
確保が必要 
・代替施設は 国庫補助を受けずに 整備 
争 無償による譲渡又は 貸付の場合Ⅰ無償による 譲渡又は貸付の 場合 
・同一の事業を 継続 ・同友 

  相手方は地方公共団体 又は 公益法人   相手方は地方公共団体又は 公益 法 
人 、 日 ス 、 、 主ム 厚生 甘 ヒ土 

0 承認手続の簡素化 
現 状 地域再生計画を 活用する場合 

・厚生労働大臣に 申請     一生き面               "        申圭圭に添寸 
( 提出先 : 厚生労働省 ( 各所管 課 )    ( 提出先 : 内閣官房地域再生推進室 ) 

，厚生労働大臣の 承認   生き面について " 連山 旦ム の 章動か った 几 " ほ つい 承姦がム て日色三・ ----- の った のと 馳 " 
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平成 1 6 年 8 月 27 日 金曜日 ，
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。
 

三
 

必
要
な
医
師
を
確
保
す
る
た
め
の
取
組
を
行
 っ
 て
 

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
医
師
の
確
保
が
著
 し
 

く
 困
難
な
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
病
院
で
あ
 る
 

こ
と
。
 

2
 
 前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
に
 は
、
申
 請
書
に
 

 
 

医
師
の
確
保
に
向
け
た
取
組
、
病
院
の
機
能
の
見
 直
し
 

等
 当
該
病
院
に
お
け
る
医
師
の
充
足
率
（
当
該
 病
 焼
か
 

現
に
有
す
る
医
師
の
員
数
の
第
十
九
条
第
一
項
 第
 
一
 %
 
一
つ
 

の
 規
定
に
よ
り
当
該
病
院
が
有
す
べ
き
医
師
の
員
 数
の
 

標
準
に
対
す
る
割
合
を
 い
う
 じ
の
改
善
に
向
け
た
 取
組
 

を
 記
載
し
た
計
画
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 ヘ
 
@
 
Ⅴ
 
@
O
 

3
 
 第
一
項
の
規
定
に
よ
り
 法
 第
七
条
第
二
項
の
 許
可
を
 

受
け
た
病
院
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
 日
か
 

ら
起
 寡
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
 、
 第
十
 

九
条
第
一
項
第
一
号
 中
 
「
三
を
加
え
た
数
」
と
あ
 
6
0
 

は
 、
「
三
を
加
え
た
数
に
十
分
の
九
を
乗
じ
た
数
（
 

-
 
て
の
 

数
 が
三
に
満
た
な
い
と
き
ほ
 三
 と
す
る
。
ご
と
す
 る
 。
 

4
 
 第
一
項
の
規
定
に
よ
り
 法
 第
七
条
第
二
項
の
 許
可
を
 

受
け
た
病
院
で
あ
っ
て
、
前
条
の
規
定
の
適
用
を
 受
け
 

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
 中
 
「
第
十
九
条
第
一
 項
第
 

一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
九
条
」
と
、
「
三
を
加
 
Ⅰ
 

た
数
 」
と
あ
る
の
 ほ
 
「
二
を
加
え
た
数
」
と
、
「
三
ム
 
乞
 ロ
力
 

え
た
数
に
十
分
の
九
を
乗
じ
た
数
（
そ
の
数
が
三
 に
 u
%
 

た
な
い
と
き
ほ
 三
 と
す
る
。
ご
と
あ
る
の
は
「
 二
 -
 
年
ロ
 

力
 

え
た
数
に
十
分
の
九
を
乗
じ
た
数
（
そ
の
数
が
二
 に
せ
 
輌
 

た
な
い
と
き
ほ
 二
 と
す
る
ご
」
と
す
る
。
 

5
 
 第
一
項
の
規
定
に
よ
り
 法
 第
七
条
第
二
項
の
 許
可
を
 

受
け
た
病
院
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
改
正
省
令
 附
則
 

第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
二
項
又
は
第
十
七
条
 の
 規
定
 

の
道
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
 及
 び
第
 

三
項
 中
 「
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
 「
 
平
 

戒
 十
三
年
改
正
省
令
附
則
第
十
五
条
第
一
号
、
第
 十
六
 

条
 第
二
項
第
一
号
又
は
第
十
七
条
第
一
号
」
と
す
 @
 
る
 。
 

寸
 
皿
 
１
 
貝
 

り
 省
令
は
、
公
布
 D
 日
か
ら
施
行
す
る
。
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医政 終発 第 0705001 号 

平成Ⅰ 6  年 7  月 5  日 

各都道府県 医政 主管部 ( 局 ) 長 殿     
市町村合併に 伴 う 医療機関の開設許可等について ( 通知 ) 

最近、 いわゆる 市 W 対合併特例 法 に基づき、 全国で市町村の 合併が進んでい 
る 状況にあ るが、 市町村が合併した 場合における 当該市町村が 開設する病院の 
開設許可の取扱いについて、 複数の都道府県から 当課に対して 照会がなされて 
いるところであ る。 

これまでの照会に 対しては、 当該開設許可の 取扱いに係る 考え方について、 
個別に回答してきたところであ るが、 下記のとおり、 あ らためて本件に 関する 

取扱いほついて 通知するので、 貴職におかれては、 その取扱いに 遺憾なきを 期 

されたい。 

一 

- 正巳 

1  市町村合併に 伴 う 医療機関の開設許可について 

合併した市町村が 開設していた 医療機関に係る 既存の開設許可の 取扱いに 

ついては、 「町村合併に 伴 う 病院等の開設許可について」 ( 昭和 2 9 年 7 月 

1 6 日医 収 第 2 6 1 号厚生省医務局長通知 ) に定めるとおりであ り、 具体 

的には次のような 取扱いとなること。 

(1) 対等合併 ( 市町村の廃置分合のうち、 2 以上の市町村を 廃止してその 区 

域 をもってⅠの 市町村を置くもの ) の場合 

一 U- 



対等合併を行った 市町村が開設していた 医療機関についてほ、 当該医療 

機関の開設主体は 変更されることから、 いったん廃止の 手続をとった 後、 

改めて開設許可を 受ける必要があ ること。 

(2) 吸収合併 ( 市町村の廃置分合のうち、 市町村を廃止してその 区域を既存 
の他の市町村の 区域に加えるもの ) の場合 

ア 吸収した側の 市町村が開設していた 医療機関については、 当該医療機 

関の開設主体は 変更されないことから、 改めて開設許可を 受ける必要は 
ないこと。 

イ 吸収された側の 市町村が開設していた 医療機関については、 当該医療 

機関の開設主体は 変更されることから、 いったん廃止の 手続をとった 後、 

改めて開設許可を 受ける必要があ ること。 

2  市町村合併により 病院が改めて 開設許可を受ける 場合等の取扱いについて 

(1) 1 により、 合併した市町村が 開設していた 病院について、 開設主体の変 

更に伴い改めて 開設許可を受ける 必要があ る場合においてほ、 市町村合併 

は 、 いわゆる市町村合併特例法の 制定等により、 国、 地方を通じてこれを 

推進しているものであ り、 また、 地域によっては 直ちに人員を 確保するこ 

とが困難と認められる 病院があ る一方、 既に診療を行っている 病院につい 

て、 仮に開設を許可しないとすれば、 地域医療の確保に 著しい支障が 生じ 

るおそれがあ ることなどを 踏まえると、 当該病院が医療法 ( 昭和 2 3 年 法 

律 第 2 0 5 号 ) 第 2 1 条の規定に基づく 人員配置に係る 標準 数 ( 以下「標 

準 数 」という。 ) を満たしていない 場合に開設を 許可することについても、 

許可権 者であ る都道府県知事の 裁量の範囲内であ ると解されること。 

(2) また、 標準数を満たしていない 病院が一般病床を 療養病床に変更しょう 
とする場合において、 変更後も標準数を 満たさないような 場合の変更許可 

の取扱いについて、 これまでも都道府県から 照会があ ったところであ るが、 

この場合においても 上記と同様の 取扱いとなるものであ ること。 ただし、 

@ 療養型病床群制度が 創設された際に 示した「医療法の 一部を改正する 法 

律の一部の施行について」 ( 平成 5 年 2 月 1 5 日 健政登 第 9 8 号厚生省 健 

康 政策局長通知 ) 第 2 の 3 の (4) に規定する取扱い 0 看護職員及び 看護 

補助者の配置を 確認した上で 許可すること ) については、 現行の療養病床 

の場合においても 該当するものであ ること。 

(3) なお、 上記のいずれの 場合においても、 改めて許可した 後は 、 引き続き 

標準数を満たすよ う 指導を行っていくこ と 

一 10 一 



0 町村合併に伴 う 病院等の開設許可について 

( 昭和二九年七月一六日 ) 

(1@ 収第こ 六一号 ) 

( 各都道府県知事あ て厚生省医務局長通知 ) 

標記の件に関し、 別紙申告長野県知事からの 照会に対し、 別紙二号 

の通り回答したから 御 了知あ りたい。   
( 別紙申告 ) 

市町村合併に 伴う医療施設の 開設許可について 

( 昭和二九年五月一四日 医第三二四号 ) 

( 厚生省医務局長あ て長野県知事照会 ) 

市町村において 医療施設を設けるときば、 医療法第七条に 基いて、 

開設許可を受けることになっておりますが、 このた ぴ 左記のように 

町村が合併されて、 いままでの町村名がなくなり、 したがって新市 

町村において 管理することになりますがこの 場合、 旧町村がなくな 

ってもその自治体とともに 医療施設も合併されるものであ りますか 

ら、 改めて開設許可を 受ける必要はないと 思われますが、 いささか 

疑義があ りますのでこの 手続方法について 至急回答をお 願いします。 

-- -- 己 

Ⅰ 医療施設をもつ 町が市になった 場合 

2  医療施設をもつ 村が市町村に 合併した場合 

( 別紙二号 コ 

町村合併に伴う 病院等の開設許可について 

( 昭和二九年七月一六日 医 収 第こ六一号 ) 

一 1 1 一 



( 長野県知事あ て厚生省医務局長回答 ) 

昭和二十九年五月十四日医第姉二四号をもって 照会のあ った標記 
の件について、 左記の通り回答する。 

記 

Ⅰ 吸収 ム 併の場合 

イ 吸収した側の 市町村の開設した 病院、 診療所又は助産所にっ い 

ては、 改めて開設許可を 受ける必要はない。 

ロ 吸収された側の 町村の開設した 病院等については、 一旦廃止の 

手続をとった 後、 改めて開設許可を 受けるべきであ る。 
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3 単独昇格の場合 

町村が単独昇格して 市 又は町となった 場合 ( その際町村の 名称を 

変更した場合を 含む。 八 当該町村の開設した 病院等については、 

改めて開設許可を 受ける必要はない。 
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0 医療法の一部を 改正する法律の 一部の施行について 

( 平成五年二月一五日 ) 

( 健 政党第九八号 ) 

( 関係部分抜粋 ) 

第一 ( 略 ) 

第二 療養型病床群に 関する事項 

「～ 2 ( 略 ) 

3  許可 

(1) ～ (3) ( 略 ) 

(4)  新省令第一九条の 二に規定する 療養型病床群を 有する病 
院の人員配置は、 病院全体としてのものであ るが、 制度の趣旨 
に 鑑み、 療養型病床群に 収容されている 患者の看護を 担当する 

ために、 療養型病床群の 入院患者の数が 六又はその端数を 増す 

ごとに一人以上の 看護婦及 び 准看護婦並びに 療養型病床群の 

入院患者の数が 六又はその端数を 増すごとに一人以上の 看護 
補助者が配置されていることを 勤務表等から 確認した上で 許 

可を行 う 取り扱いとするものであ ること。 

4 ～ 7  (B 各 ) 

第三～第六 ( 略 ) 
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